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本日のフォーラムの趣旨
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地方公共団体にも、公文書管理に
関する責務があります。

• 公文書管理法における責務規定は、法律全体の規定内容及び考え方にのっとって、
地方公共団体が必要な措置を講ずるよう期待するものであり、それぞれの地方公共団体が、
憲法で保障された条例制定権に基づいて、文書管理に関する条例を自律的に制定することを含め、
必要な取組を行うことが適当であることから、努力義務とされたものです。
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公文書等の管理に関する法律
（平成２１年法律第６６号）

（地方公共団体の文書管理）
第三十四条 地方公共団体は、この法律の
趣旨にのっとり、その保有する文書の適正
な管理に関して必要な施策を策定し、及び
これを実施するよう努めなければならない。

公文書館法
（昭和６２年法律第１１５号）

（責務）
第三条 国及び地方公共団体は、
歴史資料として重要な公文書等の保存
及び利用に関し、適切な措置を講ずる
責務を有する。



Ⅱ
地方公共団体の条例等の概況
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条例の制定が望ましい理由

○首長部局だけではなく、議会、教育委員会や公安委員会、地方３公社、地方独
立行政法人、指定管理者等についても、実施機関に含めるなど、その独立性
等に配慮したルールを定めることが望ましい。

○住民共有の知的資源の管理に関するルールは、住民自治の理念にのっとりよ
り住民の同意の程度が強い「条例」で定めることが望ましい。

○現用文書に関する情報公開のルールが条例で定められていれば、非現用文書の
利用のルールについても条例で定めることが権利の保障の在り方としては
望ましい。
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地方公共団体における公文書管理の取組調査（令和6年7月）
１．趣旨
○地方公共団体については、公文書等の管理に関する法律第34条において、同法の趣旨にのっ
とって、文書の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用に関して必要な施策を策定・
実施するよう努めなければならないとされている。
また、公文書館法にも、地方公共団体が、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に

関し、適切な措置を講ずる責務を有すること等が規定されている。

○こうした規定を踏まえ、地方公共団体における公文書の適切な管理に関する一層の取組を促す
ため、歴史公文書等の保存等に関する取組状況の「見える化」を図ることを目的として、調査
を行い、各団体の回答を内閣府ホームページに掲載するもの。

○本調査は、前回令和4年4月の調査に続き実施。

２．調査の方法
①調査対象：全ての都道府県、市区町村(1741団体)（都道府県経由）
②調査時点：令和６年４月１日時点
③調査項目：１）公文書管理のルール

２）歴史公文書の保存及び利用のルール
３）歴史公文書を保管する施設
４）電子的管理 6



３．結果の概要
（１）公文書管理のルールの制定状況
○ 全都道府県でルールを制定（うち、条例は19団体（前回は15団体））
○ ルールが制定されている市区町村は、1,733団体（99％）(前回は1,694団体)

（44都府県で管内の全市区町村でルールを制定（前回は36都府県））

公文書管理のためのルールが
全市区町村において制定されて

いる都道府県
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（２）歴史公文書の保存及び利用に関するルールの制定状況
〈保存に関するルール〉
○ 歴史公文書の保存に関するルールが有るとする都道府県は47団体
○ 歴史公文書の保存に関するルールが有るとする市区町村は821団体

※前回調査では歴史公文書に関するルールについて照会した結果、当該ルールが有るとした
都道府県は45団体、市区町村は814団体であった。

歴史公文書の保存に関するルールが有る
市区町村の割合（小数点以下は四捨五入）

40% ＞ p ≧ 20%

60% ＞ p ≧ 40%

80% ＞ p ≧ 60%

100% ≧ p ≧ 80%
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〈利用に関するルール〉
○ 歴史公文書の利用に関するルールが有るとする都道府県は41団体
○ 歴史公文書の利用に関するルールが有るとする市区町村は203団体

※歴史公文書の利用に関するルールが無いと回答した団体においても、情報公開の手続で
          対応しているとの回答が多数みられた。



（３）歴史公文書の選別状況

歴史公文書の選別が行われている
市区町村の割合（小数点以下は四捨五入）

○ 歴史公文書の選別が行われている都道府県は47団体（前回は45団体）
○ 歴史公文書の選別が行われている市区町村は1,066団体 (61%)

（前回は1,056団体）
（（2）で 保存に関するルールが有るとする821団体の全てで選別を実施）

40% ＞ p ≧ 20%

60% ＞ p ≧ 40%

80% ＞ p ≧ 60%

100% ≧ p ≧ 80%

選別
実施 未実施

ル
ー
ル

有 821 ０
無 245 675

市区町村における歴史公文書の保存ルールの有
無と選別状況（団体数）
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（４）公文書館の設置状況
○ 公文書館が設置されている都道府県は45団体（96％）（前回は43団体）

（※未設置の愛媛県、鹿児島県においては公文書館等の設置に向けた検討が進められている）
○ 公文書館法第５条に該当する公文書館（条例設置）であると回答した

都道府県は29団体（62％）、市区町村は62団体
※福岡共同公文書館は１団体として計上

公文書館なし

公文書館法第5条に
該当する公文書館

公文書館法第5条に
該当しない公文書館

（都道府県）
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（５）文書管理システム（※）の導入状況

○ 文書管理システムを導入している都道府県は46団体
     （※宮崎県については、令和7年度より導入予定）
○ 文書管理システムを導入している市区町村は944団体（54％）

(1)決裁 3%
(2)決裁、保存 5%

(3)決裁、保存、
廃棄・延長

16%

(4)決裁、保存、廃棄・延長、移管 62%

(5)その他
（決裁機能なし等）

14%

(2)決裁、保存
2%

(3)決裁、保存、
廃棄・延長

13%

(4)決裁、保存、廃棄・延長、移管 78%

(5)その他
（決裁機能なし等）

7%

市区町村都道府県

文書管理システムの対象範囲
文書管理システムの対象範囲は、「決裁」「保存」「廃棄・延長」「移管」が全て含まれるとす
る割合が最多。
※「移管」には歴史公文書を庁舎内の保管場所に移管する場合、原課から文書管理担当部局に所管を移す場

合など、多様なケースが含まれる。また、システム上は移管機能を備えているが、実態として移管はで
きていないとする地方公共団体もみられる。
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※文書管理システムとは、文書の作成・取得から整理・保存・移管等
に至る文書のライフサイクルを管理するシステム。



（参考）公文書管理制度概要
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保存期間表（標準文書保存期間基準）
規則別表第１に基づき、各文書管理者の管理する文書に
ついて、職員が適切に保存期間の設定や文書の作成をする
ことができるよう定めたもの

公文書等の管理に関する法律
公文書等の管理に関する基本的な事項を定めたもの

法律

政令

総理決定

訓令

保存期間表

公文書等の管理に関する法律施行令
公文書管理法により委任された事項を定めたもの

行政文書の管理に関するガイドライン
   (内閣総理大臣決定）

行政文書管理規則の規定例を示し、規定の趣旨・意義や
実務上の留意点を解説したもの

各行政機関の行政文書管理規則(訓令）
各行政機関における適正な文書管理を確保するため、当
該行政機関の長が定めるルール。（法第10条第１項）

内
閣
府

各
行
政
機
関

01 公文書管理制度の法体系

行政文書の管理に関する公文書管理課長通知
ガイドラインに関する細目的事項を記載しており、規則改正や

制度運用に当たって参照するもの

（ガイドライン） 課長通知
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① 行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書
（図画及び電磁的記録を含む。）であって、

② 当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、

③ 当該行政機関が保有しているもの

02 行政文書とは何か

▍「行政文書」とは

▍「公文書等」とは
行政文書に、法人文書（独立行政法人等の文書）と
特定歴史公文書（国立公文書館等に移管された行政文書等）を
加えて、「公文書等」と呼んでいます。
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03 行政文書のライフサイクル

保 

存 

期 

間 

満 

了 

日

廃
棄

●事前に内閣総理大臣に廃棄協議を行い、
同意を得る必要がある

作
成

起
算
日

保
存

移 

管
● 歴史資料として重要な公文書は、国立公
文書館等へ移管され、永久保存される。

● 国民への利用に供する。

延 

長

● 予定していた保存期間の後も、職務上必
要がある場合は、延長処理が可能。

● 義務的に延長しなくてはならない場合も
ある。（訴訟、情報公開等）

整
理

行政文書については、行政文書ファイル管
理簿に必要事項を記載し、公表する必要が
ある。（保存期間１年以上の行政文書ファ
イル等）

16



04 保存期間満了時の措置と廃棄協議

廃
棄

〇公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)

第５条第５項 行政機関の長は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書（以下「行政文書ファイル等」とい
う。）について、保存期間（延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。）の満了前のできる限り早い
時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより
国立公文書館等への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。

第７条 行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイ
ル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必
要な事項中略）を帳簿（以下「行政文書ファイル管理簿」という。）に記載しなければならない。

第８条第２項 行政機関の長は、前項の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするとき
は、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。…

作
成

整理
保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
（
Ｒ
Ｓ
）
の
設
定

保存
保 

存 

期 

間 

満 

了 

日

廃棄協議

行
政
機
関

内
閣
府

ＲＳの確認

行
政
機
関

国
立
公
文
書
館

内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る

廃
棄
同
意

国
立
公
文
書
館

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
へ
の
登
録

起
算
日
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保存期間満了時の措置を移管とする事項
法律の制定又は改廃及びその経緯
条約その他の国際約束の締結及びその経緯 （経済協力関係等で定型化し、重要性がないものは除く。）

政令の制定又は改廃及びその経緯
省令その他の規則の制定又は改廃及びその経緯
閣議の決定又は了解及びその経緯
関係行政機関の長で構成される会議（これに準ずるものを含む。）の決定又は了解及びその経緯
省議（これに準ずるものを含む。）の決定又は了解及びその経緯
複数の行政機関による申合せ及びその経緯
他の行政機関に対して示す基準の設定及びその経緯
地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯

個人の権利義務の得喪及びその経緯

・許認可等に関する重要な経緯（国籍に関するもの）
・補助金等の交付に関する重要な経緯（補助金等の交付の要件に関する文書）

・行政手続法の審査基準、処分基準、行政指導指針、標準的な期間に関する立案の検討
その他の重要な経緯
・不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯（法令の解釈やその後の政策
立案に大きな影響を与えた事件に関するもの、審議会等の裁決等について年度ごとに取りまとめたもの）
・国又は行政機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯（法令の解釈
やその後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関するもの）

法人の権利義務の得喪及びその経緯 ・許認可等に関する重要な経緯（運輸、郵便、電気通信事業その他の特に重要な公益事業に関する
もの、公益法人等の設立・廃止等、指導・監督等に関するもの）
・不利益処分に関する重要な経緯（運輸、郵便、電気通信事業その他の特に重要な公益事業に関
するもの、公益法人等及び公益信託に関するもの）
・補助金等の交付（地方公共団体に対する交付を含む。）に関する重要な経緯（補助金等
の交付の要件に関する文書、補助事業等実績報告書に関するもの）

（参考）移管すべき文書の例（ガイドライン別表第２に業務単位で示されたもの）

18（次ページに続く）



職員の人事に関する事項 （人事評価実施規程の制定又は変更及びその経緯）

告示、訓令及び通達の制定又は改廃及びその経緯 （行政文書管理規則その他の重要な訓令及び通達の制定又は改廃のため
の決裁文書）

予算及び決算 （歳入歳出等見積書類・予定経費要求書等・歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書・継続費決算報
告書・予備費に係る調書について作製の基礎となった方針及び意思決定その他の重要な経緯が記録された文書、行政機関における予算・決算に関
する重要な経緯が記録された文書）

機構及び定員に関する事項
独立行政法人等に関する事項
政策評価に関する事項
公共事業の実施に関する事項 （総事業費が大規模な事業について、事業計画の立案に関する検討、環境影響評価、事業完了報告、
評価書その他の重要なもの、工事誌）

栄典又は表彰に関する事項 （栄典制度の創設・改廃に関するもの、叙位・叙勲・褒章の選考・決定に関するもの、国民栄誉賞等特に重
要な大臣表彰に係るもの、国外の著名な表彰の授与に関するもの）

国会及び審議会等における審議等に関する事項 （大臣の演説に関するもの、会期ごとに作成される想定問答、審議会その他の合
議制の機関（部会、小委員会等を含む。）及び懇談会等行政運営上の会合に関するもの）

文書の管理等に関する事項 （移管・廃棄簿）
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（続き）


